
▼下の赤枠内に、なるべく重ならないよう並べて、のりなどで貼り付けてください。
※貼り付けたレシートの合計額（税込）を右上にご記入ください。

レシート・領収書（原本）貼り付け欄

レシート・領収書は
1人合計で税込10,000円以上が必要です

レシート合計額（税込）

円

▶対象レシート（領収書など）は、令和8年2月1日～3月31日に市内店舗で
　発行されたことが分かるものです（原本のみ・写し不可）。
▶レシートに日付、金額、店名（住所・電話番号）の記載の無いものは無効です。
　印字の不鮮明なものは、利用できません。

▶生活者支援として、電気・ガス・上下水道の利用料金も、2月、3月に
　支払った市内物件の料金が対象です。
▶電気・ガス・上下水道の利用料金は、レシートの代わりに支払い済みの納付書か、
　引き落としの通帳の写しで可能です。
▶郵送されたレシートの返却や問い合わせには、一切応じられません。
　必要に応じて、別に写しを作成・保管してください。
▶レシートを貼り付けるスペースが足りない場合は、別の用紙（白紙）に貼り付けて同封してください。

 

　　　　　　　　　　▶ガソリンの給油料 ▶飲食物などのデリバリー(出前）▶タクシー料金
▶習い事の受講料 ▶美容室でのカット・パーマ代 ▶ゴルフのプレイ料金（利用税は対象外）
▶ホテル・旅館の宿泊料 ▶動物病院での治療費用や診察費用（ペット保険の支払いは対象外）
▶健康保険の適用外のはり・きゅう・マッサージの施術料（保険適用は対象外）
▶自動車やオートバイなどの修理や点検料（保険・自動車重量税などは対象外）
▶駐車場や駐輪場の時間貸料金（1か月以上の月極契約などは対象外）　

次のものは対象です

振込先の口座や名前がわかるページ マイナンバーカード表面や運転免許証の
写し、健康保険の資格確認書など

注意事項

※同じレシートに、対象とならない商品やサービスなどが混在している場合は、朱書きで削除した上で記載され
　ている合計額を修正してください。

家賃税金
コンビニエンスストアなどでの収納代行 など

 その他、消費喚起に
つながらないものなど

法令等により
対象にできないもの

処方箋に基づく医療用薬品 など

保険契約保険診療たばこ
プリペイドカード
商品券 図書券 印紙切手ビール券

など

 換金性が高いもの

市内のスーパーや商店でのお買い物、飲食店での食事代など、ほとんどの商品・サービスは対象となりますが、
次の商品・サービスは対象外となりますので、ご注意ください（詳しくは市ホームページへ）。
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対象とならない商品やサービス

問い合わせの多い商品やサービス

【 同封 必要書類 】
❷本人確認書類の写し（補助対象者全員分）❶振り込み先の預金口座の通帳の写し

▲市ホームページ

電気・ガス・上下水道料金も対象！

お問い合わせ先　「あつぎ暮らし応援事業 コールセンター」
専用ダイヤル　 046-240-6100　【平日9：00～17：15】　※土日・祝日を除く

注 意

レシートや振込先の通帳、本人確認書を写真
撮影して送信します。パソコンやスマート
フォンなどで、必要事項を簡単に入力できる
ので便利です。

申請は市内在住の方、1人1回限りです。
たばこや商品券、医療費など対象外となる商品やサービスがあります。

電子申請がオススメ！
レシートの合計を合算して、同居家族分をまと
めて申請できます。（名字が異なっていても、
まとめて申請可能です。）

4人家族の場合
合計40,000円以上の
レシートで

同居家族はまとめて申請ができます！

詳細は
こちらから

例

申請期間
【電子・郵送】 令和8年2月20日■～3月31日■ 金 火

お買い物のレシ
ートなどは

のものが対象です。
令和8年2月1日■～3月31日■日 火

※郵送申請は当日消印有効

24,000円
補助します！

物価高騰による市民の皆さんの生活を応援します！物価高騰による市民の皆さんの生活を応援します！

期間中に申請された市民の方

あつぎ暮らし応援事業あつぎ暮らし応援事業
10,000円以上の市内のお買い物のレシートで6,000円を補助します！


